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農
地
転
用
と
は

許
可
を
受
け
ず
に
転
用
し
た
ら

一
時
的
な
農
地
転
用
と
は

　

農
地
転
用
と
は
、
農
地
を
農
地
以

外
の
も
の
に
す
る
こ
と
で
、
農
地
に

区
画
形
質
の
変
更
を
加
え
て
住
宅
用

地
や
工
場
用
地
、
道
路
、
山
林
な
ど

に
転
換
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　

農
地
を
一
時
的
に
資
材
置
場
、
土

採
取
場
な
ど
と
し
て
利
用
す
る
場
合

や
田
・
畑
を
埋
め
立
て
て
農
地
造
成

を
す
る
場
合
も
転
用
に
な
り
、
許
可

が
必
要
で
す
。（
一
般
的
に
農
地
の
転

用
に
は
許
可
が
必
要
で
す
。
農
地
は

無
断
転
用
で
き
ま
せ
ん
。）

　

許
可
を
受
け
ず
に
無
断
で
農
地
を

転
用
し
た
場
合
や
、
転
用
許
可
申
請

の
計
画
ど
お
り
に
転
用
し
て
い
な
い

場
合
に
は
、
農
地
法
に
違
反
す
る
こ

と
に
な
り
、
工
事
の
中
止
、
現
状
回

復
等
の
命
令
が
な
さ
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
罰
則
の
適
用
も
あ

り
ま
す
。

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

　

農
地
は
農
業
生
産
の
基
盤
で
あ

り
、
景
観
・
環
境
保
全
な
ど
重
要
な

機
能
と
役
割
が
あ
り
ま
す
。
農
地
は

か
け
が
え
の
な
い
財
産
で
す
。
農
業

委
員
会
で
は
町
と
連
携
し
、
無
断
転

用
や
不
法
投
棄
が
な
い
よ
う
農
地
パ

ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
農

地
の
こ
と
に
つ
い
て
の
相
談
は
、
地

域
の
農
業
委
員
ま
た
は
農
業
委
員
会

事
務
局
へ
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま

す
。

　

自
己
用
の
転
用（
農
家
住
宅
・

倉
庫
等
）
の
場
合
、
農
地
法
第

４
条
の
許
可
申
請
が
必
要
で

す
。
ま
た
、
転
用
を
目
的
と
し

た
売
買
、
賃
借
（
一
般
住
宅
・

資
材
置
場
等
）
の
場
合
、
農
地

法
第
５
条
の
許
可
申
請
が
必
要

で
す
。
い
ず
れ
も
毎
月
10
日
締

め
切
り
で
す
。

※
市
街
化
区
域
内
の
転
用
は
、

農
業
委
員
会
へ
の
届
出
と
な
り

ま
す
。
な
お
、
随
時
、
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

　

農
地
を
埋
め
立
て
て
畑
な
ど

に
す
る
場
合
に
は
、
農
地
改
良

の
届
出
が
必
要
で
す
。
ま
た
、

川
島
町
埋
立
規
制
条
例
に
基
づ

く
事
前
協
議
許
可
が
必
要
で

す
。
千
㎡
以
上
の
農
地
改
良
は

県
許
可
と
な
り
ま
す
。

※
毎
年
、
６
月
か
ら
９
月
ま
で

の
期
間
は
、
農
地
改
良
は
で
き

ま
せ
ん
。

◆耕作放棄地が与える影響◆
①�耕作放棄地は、周りの環境にさまざまな悪影響を与える

おそれがあります。また、一度耕作をやめて数年経てば、

農地の原形を失うほど荒れてしまいます。

②�耕作放棄地が及ぼす周辺地域の営農環境への悪影響とし

て、病害虫・鳥獣被害の発生、雑草の繁茂、用排水施設

の管理への支障などが考えられます。また、地域で中心

となって農業を担う経営者への農地集積の阻害要因とも

なっています。

③�地域住民の生活環境への悪影響としては、土砂やゴミの

無断投棄、火災発生の原因となるなどが考えられます。
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★雑草等の刈り取りのお願い★
　農地は１年以上放っておくと雑草が

生い茂り、病害虫発生等の原因にもな

り、周辺農地にたいへん迷惑をかける

ことになります。所有者のかたは農地

の適正な管理をお願いします。

耕作放棄地の解消にご協力を！耕作放棄地の解消にご協力を！

　
農
地
転
用
許
可
制
度
は
、
優
良
農
地
の
確
保
と
計
画
的
な
土
地
利
用
の

推
進
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
農
地
転
用
許
可
に
つ
い
て
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

●
農
地
を
転
用
す
る
に
は

●
農
地
改
良
す
る
に
は

　農業委員会では、耕作放棄地をなくしていこうと、毎年耕作放棄地の
現地調査を行っています。今年も８月上旬に、町内全域の農地を３日間
にわたり、調査しました。

農
地
の
転
用
に
は
、
許
可
が
必
要
で
す

　
　
農
地
の
無
断
転
用
を
防
止
し
ま
し
ょ
う



　

３
月
11
日
、
東
日
本
大
震
災
が
発

生
し
た
。
現
在
も
な
お
各
メ
デ
ィ
ア

で
は
地
震
、
津
波
、
原
発
、
風
評
被

害
と
連
日
ト
ッ
プ
で
伝
え
て
い
る
。

当
時
を
日
本
沈
没
と
海
外
の
メ
デ
ィ

ア
が
報
じ
た
の
も
、
こ
の
事
故
の
大

き
さ
か
ら
理
解
で
き
な
く
も
な
い
。

町
で
も
放
射
線
量
を
15
か
所
で
測
定

し
随
時
発
表
し
て
い
る
。

　

近
く
の
ス
ー
パ
ー
で
は
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
産
の
り
ん
ご
が
メ
イ
ン

売
り
場
を
独
占
し
、
そ
の
片
隅
に
青

森
産
の
「
ふ
じ
」
が
お
か
れ
て
い
た
。

こ
れ
は
企
業
の
戦
略
な
の
か
、
そ
れ

と
も
安
全
、
安
心
を
求
め
る
消
費
者

の
心
理
な
の
か
、
風
評
被
害
の
こ
と

も
あ
り
、
今
年
は
特
に
目
に
つ
い
た
。

　

被
災
地
に
あ
る
小
学
校
の
作
文
集

に
「
塩
む
す
び
一
個
を
10
分
か
け
て

食
べ
た
」
と
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
米

の
美
味
と
満
腹
感
を
伝
え
る
も
の
で

あ
っ
た
が
、
戦
後
の
苛
酷
な
食
料
不

足
と
重
な
り
、
被
災
の
境
遇
の
中
、

こ
の
子
供
た
ち
が
い
か
に
た
く
ま
し

く
生
き
て
い
け
る
か
、
あ
ら
ゆ
る
面

か
ら
食
に
対
す
る
考
え
を
改
め
な
け

れ
ば
な
る
ま
い
。

　

こ
こ
に
き
て
、
学
者
ら
著
名
人
が

「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
を
た
め
ら
う
な
」
と
一

斉
に
声
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

企
業
の
海
外
流
出
阻
止
と
農
業
の
国

際
競
争
力
の
ア
ッ
プ
だ
。
前
述
は
わ

か
る
よ
う
な
気
は
す
る
が
、
農
業
に

他
国
と
の
競
争
は
必
要
だ
ろ
う
か
疑

問
だ
。
ま
し
て
、
食
料
自
給
率
が
低

迷
の
中
で
関
税
撤
廃
と
も
な
れ
ば
、

り
ん
ご
と
同
じ
で
ス
ー
パ
ー
が
外
国

産
で
あ
ふ
れ
か
え
る
こ
と
は
明
白
だ
。

い
つ
の
貿
易
交
渉
で
も
不
利
益
が
で

る
農
業
に
保
護
と
称
し
、
新
し
い
制

度
を
つ
く
る
が
、
継
続
性
が
な
く
農

業
の
犠
牲
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。

　

震
災
で
何
が
残
る
の
か
Ｔ
Ｐ
Ｐ
を

含
め
注
視
し
て
い
き
た
い
。

（
笛
木
委
員
）

　

去
る
３
月
11
日
に
東
日
本
大
震
災

が
発
生
し
ま
し
た
。
想
定
外
と
い
わ

れ
た
大
津
波
な
ど
で
被
害
に
遭
わ
れ

た
か
た
が
た
に
心
か
ら
お
見
舞
い
申

し
上
げ
ま
す
。

　

家
屋
の
倒
壊
な
ど
で
瓦
礫
の
山
を

見
る
と
心
が
痛
み
ま
す
。
田
畑
も
塩

害
な
ど
の
被
害
で
何
年
も
作
付
け
が

で
き
な
い
状
態
が
続
く
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
被
災
さ
れ
た
農
業
者
の
話

に
よ
る
と
、
種
ま
き
な
ど
忙
し
く
な

る
矢
先
で
途
方
に
暮
れ
て
し
ま
っ
た

と
の
こ
と
で
し
た
。
我
々
農
業
者
も

他
人
事
と
は
思
え
ず
、
同
じ
思
い
で

な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
地
域
に
よ
っ

て
は
、
収
穫
さ
れ
た
農
作
物
が
原
発

事
故
に
よ
っ
て
販
売
で
き
な
い
可
能

性
も
あ
り
、
一
日
も
早
い
復
興
を
願

う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

近
年
、
農
業
者
人
口
が
減
少
し
つ

つ
あ
り
ま
す
。
農
業
者
の
高
齢
化
や

新
規
就
農
者
が
少
な
い
こ
と
に
も
原

因
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
我
々

農
業
委
員
と
し
て
も
魅
力
あ
る
農
業

を
推
進
し
、
農
業
者
の
確
保
に
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、
農
産
物
価
格
が
低
迷
す
る

な
か
、
農
業
機
械
や
肥
料
、
農
薬
な

ど
の
高
騰
も
そ
の
原
因
に
あ
る
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
、
高
品
質
な

作
物
を
つ
く
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で

す
が
、
い
か
に
コ
ス
ト
を
下
げ
る
こ

と
が
で
き
る
か
が
問
題
点
で
あ
る
と

考
え
ま
す
。
こ
れ
ら
を
見
据
え
た
な

か
で
農
業
者
人
口
が
増
え
て
い
く
こ

と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

川
島
町
は
水
田
地
帯
で
あ
り
、
米

作
り
に
適
し
て
い
ま
す
。
品
質
や
味

も
良
い
と
の
評
判
で
遠
方
か
ら
直
売

所
な
ど
へ
来
る
か
た
が
多
く
な
っ
て

き
ま
し
た
。
今
後
も
、
品
質
が
よ
く

美
味
し
い
米
作
り
を
目
指
し
、
併
せ

て
川
島
町
の
Ｐ
Ｒ
に
努
め
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

（
小
久
保
委
員
）

農業者の皆さん
老後の備えは万全ですか?

農業者年金は老後生活をがっちりサポート
農業者年金のメリット────
●少子・高齢化時代に強い積立方式の年金
　自分が積み立てた保険料とその運用益により将来受け
取る年金額が決まる積立方式の年金です。
●終身年金で80歳までの保証付き
　年金は生涯支給されます。仮に加入者・受給者が80
歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳ま
でに受け取れるはずだった農業者老齢年金の現在価値に
相当する額が、死亡一時金として遺族に支給されます。
●保険料の額は自由に決められます
　掛け金は月２万円～６万７千円の範囲内で千円単位で
自由に選択でき、いつでも保険料の変更ができます。
●税制上の優遇措置
　支払った保険料は全額が社会保険料控除対象。所得税
や住民税の節税になります。支払った保険料の15％～
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dc農業委員さんのコラムdc

30％程度の節税になります。
●保険料の国庫補助
　認定農業者等の一定の要件を備えた意欲のある担い手
には、保険料の２割、３割、５割の国庫助成があります。

こ
れ
か
ら
の
農
業

震
災
と
食



資
格
条
件

①�

10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
に
つ
き
耕

作
の
業
務
を
営
ん
で
い
る
か
た
。

②�

①
の
同
居
の
親
族
ま
た
は
そ
の
配

偶
者
で
、
年
間
お
お
む
ね
60
日
以

上
耕
作
に
従
事
す
る
か
た
。

③�

10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
に
つ
き
耕

作
の
業
務
を
営
む
農
業
生
産
法
人

の
組
合
員
、
社
員
ま
た
は
株
主
で
、

年
間
お
お
む
ね
60
日
以
上
耕
作
に

従
事
す
る
か
た
。

農
業
委
員
会
委
員

選
挙
人
名
簿
の
縦
覧

　

１
月
１
日
現
在
で
申
請
の
あ

っ
た
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人

名
簿
の
縦
覧
及
び
異
議
の
申
出

期
間
は
次
の
と
お
り
で
す
。

■�

期
間
：
２
月
23
日
か
ら
３
月

９
日
ま
で

■�

場
所
：
川
島
町
選
挙
管
理
委

員
会
事
務
局

◆�

詳
し
く
は
、
川
島
町
選
挙
管

理
委
員
会
事
務
局
（
☎

２
９
９
‐
１
７
５
３
）
ま
た
は
、

農
業
委
員
会
事
務
局（
☎

２
９
９
‐
１
７
６
０
）
ま
で
。

　

農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿

は
、
農
家
の
皆
さ
ん
か
ら
提
出
し
て

い
た
だ
く
申
請
書
を
基
に
毎
年
１
月

１
日
現
在
で
調
整
し
て
い
ま
す
。
申

請
書
は
、
農
業
委
員
会
・
選
挙
管
理

委
員
会
か
ら
行
政
区
の
区
長
さ
ん
を

通
じ
て
、
11
月
末
ご
ろ
に
お
配
り
し

ま
す
。

　

耕
作
面
積
や
耕
作
従
事
日
数
な
ど

を
記
入
の
う
え
、
行
政
区
の
区
長
さ

ん
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
個
人
情
報
保
護
の
た
め
、

封
書
で
の
配
布
・
提
出
を
お
願
い
し

ま
す
。

※�

10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
を
所
有

し
、
耕
作
し
て
い
る
世
帯
で
申
請

書
が
配
布
さ
れ
て
い
な
い
世
帯
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
選
挙
管
理
委
員

会
事
務
局
ま
た
は
農
業
委
員
会
事

務
局
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　

平
成
24
年
１
月
１
日
現
在
で
、
川

島
町
に
住
所
を
有
し
、
平
成
24
年
３

月
31
日
現
在
で
年
齢
満
20
歳
以
上
に

な
る
か
た
（
平
成
４
年
４
月
１
日
ま

で
に
生
ま
れ
た
か
た
）
で
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
か
た
。

川島町農業委員会だよりが

全国農業新聞賞を受賞
　このほど、川島町農業委員会だよ

りが全国農業会議所主催の「第17回

全国農業新聞農業委員会だよりコン

クール」で全国農業新聞賞を受賞し

ました。平成６年の第１回コンクー

ル以来、埼玉県内の町村では初の受

賞となりました。

農地を相続したら

農業委員会に届出を
　相続等により農地を相続した場
合、その農地のある農業委員会へ
の届出が必要です。相続での農地
の取得は、相続権のある人なら可
能ですので、農家でない人や地元
に住んでいない人も農地を所有す
ることができます。
　相続を知った日から10か月以内
に農業委員会へ提出してください。
届出には、相続した土地すべての
土地謄本（相続登記が終了している
もの）を持
参のうえ、
窓口へお

越しくだ

さい。
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。
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。

　

こ
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、
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皆
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無
事
に
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で
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こ
と
に
感
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申
し
上
げ
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